
パブリックコメント実施時 パブリックコメント実施後 

 

危機管理

センター 

地震 1

号配備 

大阪府に津波注意報が発表

されたとき 

情報収集及び伝達

に必要な人員を配

備 「南海トラフ地震臨時情報」

（調査中）が発表されたとき 

地震 2

号配備 

堺市域で震度４を観測した

とき 

地震 3

号配備 

堺市域で震度 5 弱又は 5 強

を観測したとき 

応急対策活動に必

要な人員を配備 

災害の発生が相当程度予想

され、その事前対策をとる必

要があるとき 

「南海トラフ地震臨時情報」

（巨大地震警戒、巨大地震注

意）が発表されたとき 

災害対策

本部 

地震対

策配備 

災害救助法の適用基準と同

程度の被害が発生するなど、

大規模な災害が発生したと

き、又は発生する恐れがある

とき 

総合的応急対策活

動に必要な人員を

配備 

○センター員全員 

大阪府に津波警報が発表さ

れたとき 

全員配

備 

堺市域で特別警報（大津波警

報・緊急地震速報（震度６弱

以上））が発表されたとき 

○市職員全員 

 

堺市域で震度６弱以上を観

測したとき 

市域全域にわたる被害、又は

特に甚大な局地的災害が発

生したとき 

 

体 制 条 件 人 員 

危機管理

センター 

地 震 1

号配備 

大阪府に津波注意報が発表

されたとき 

情報収集及び伝達

に必要な人員を配

備 「南海トラフ地震臨時情

報」（調査中）が発表された

とき 

地 震 2

号配備 

堺市域で震度４を観測した

とき 

地 震 3

号配備 

堺市域で震度 5 弱又は 5 強

を観測したとき 

応急対策活動に必

要な人員を配備 

災害の発生が相当程度予想

され、その事前対策をとる

必要があるとき 

「南海トラフ地震臨時情

報」（巨大地震警戒、巨大地

震注意）が発表されたとき 

災害対策

本部 

地 震 対

策配備 

災害救助法の適用基準と同

程度の被害が発生するな

ど、大規模な災害が発生し

たとき、又は発生する恐れ

があるとき 

総合的応急対策活

動に必要な人員を

配備 

○センター員全員 

大阪府に津波警報が発表さ

れたとき 

全 員 配

備 

堺市域で特別警報（大津波

警報・緊急地震速報（震度６

弱以上））が発表されたとき 

○市職員全員 

 

堺市域で震度６弱以上を観

測したとき 



大阪府に津波警報が発表されたとき 災害の規模に応じ

た動員配備 

 

 

市域全域にわたる被害、又

は特に甚大な局地的災害が

発生したとき 

大阪府に津波警報が発表されたとき 災害の規模に応じ

た動員配備 

 

※以降同様の表について、修正を実施 

 

 

下水処理場及びポンプ場の被害想定については未設定。 

 

下水処理場及びポンプ場については、被害想定を行っていないが、地震動による

被害は上町断層帯地震による被害想定内とする。ただし、津波浸水による電気系

統の故障により揚水機能及び水処理機能等の機能停止が想定される。 

 

 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケ

アマネジャー等）の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図る。 

 

 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケ

アマネジャー等）の連携により、高齢者等の避難行動に対する理解の促進を図る。 

 

 

４ 多言語支援センターの設置 

市は、外国人等の日本語を十分に理解できない要配慮者のために、災害時に

多言語支援センターを開設し、外国人等の被災情報の収集、多言語による災

害情報の提供、外国人等の相談窓口の設置等を行う。 

 

 

４ 多言語支援センターの設置 

市は、外国人等の日本語を十分に理解できない要配慮者のために、大規模な

被害が発生した場合は、必要に応じて多言語支援センターを開設し、外国人

等の被災情報の収集、多言語による災害情報の提供、外国人等の相談窓口の

設置等を行う。 

 

 


